
地域における子育て相談実施要綱 

 

制定 令和７年４月１日 

 

（目的） 

第１条 本事業は、利用者にとって敷居が低く、物理的にも近距離に整備された場所で子

育て相談を実施し、子育て世帯との接点を増やすことにより、子育て世帯の不安解消や

状況把握の機会を増やすことを目的とする。 

 

（実施主体） 

第２条 本事業の実施主体は、大阪市とする。ただし、市長が認めた者（以下「事業者」

という。）に委託することができる。 

 

（実施場所） 

第３条 本事業の実施場所は、次条の実施内容が実施可能な地域子育て支援拠点事業の実

施場所、保育所、幼稚園、認定こども園、その他相談及び助言を適切に行うことができ

ると市長が認めた場所とする。 

 

（実施内容） 

第４条 本事業においては、児童福祉法第 10 条の３に基づく地域子育て相談機関として、

次の内容を実施することとする。 

（１）相談支援 

  妊産婦及びこどもとその家族から相談に応じ、実情の把握に努め、相談内容や利用者

等の状況などに応じて必要な情報の提供や助言、必要な支援につなげること。その際、

必要に応じてより専門的かつ包括的な相談対応等が実施可能である区保健福祉センター

に、迅速かつ適切に情報共有・連携し、必要な支援につなげられるようにすること。 

（２）関係機関との連携 

  相談や面談を行う中で、行政の支援や専門的な情報提供が必要なものについては、本

人同意を得たうえで区保健福祉センターに情報共有を行うこと。 

（３）子育て支援に関する情報提供   

子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児や子育て支援に関する情報を提供す

ること。 

 

（対象者） 

第５条 妊産婦及びこどもとその家庭（里親及び養子縁組を含む。以下同じ。）等を対象

とする。なお、18歳を超えるこどもに関する相談についても、適切な相談機関につなぐ



など柔軟な対応を行うこととする。 

 

（相談記録） 

第６条 相談の実施にあたっては、必要に応じて、相談記録票（様式第１号）により記録

を行うこととする。また、各種関係機関につなぐ際には、必要に応じて相談記録票等を

共有することとする。 

 

（実績報告） 

第７条 本事業の委託を受けた事業者は、事業年度が終了したときは、実績報告書（様式第２

号）により、相談件数等の実績を速やかに市長あて報告しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、他の要綱等に基づき相談件数等の実績を大阪市に提出し、その

内容が本事業の実績を確認できるものと市長が認めたときは、その提出をもって、前項の実

績報告書を提出したものとみなす。 

 

（経費） 

第８条 大阪市は、本事業の委託を受けた事業者に対し、年額 315,000 円を委託料として

支払う。 

 

（実施の細目） 

第９条 この要綱の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は令和７年４月１日から施行する。 

 



（様式第１号）

対応者

ふりがな

氏名

生年月日 性別

住所

電話

職業等

ふりがな

氏名

生年月日 性別

住所

電話

就学状況等

※必要に応じて作成すること。

※確認が取れた項目のみの記録でも可。

関係機関への情報共有に関する同意の有無 有　　・　　無

　　　　　　　年　　　月　　　日　生　（　　　　）歳

□　相談者と同じ

□　相談者と同じ

対応経過

備考

こ

ど

も

相談内容

アセスメント

対応内容

相談記録票

未就学　・　保　・　幼　・　小　・　中　・　高　・　その他（　　　　　　　　　）

　　　　　　　年　　　月　　　日　生　（　　　　）歳

　　　　　　年　　　月　　　日（　　　）　午前　・　午後　　　　　　時　　　　分　　

相

談

者

相談受付日



1　開設状況

名称

所在地

2　実績

うち継続案件
うち関係機関へ

連携した案件数

合計

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

開設曜日

開設時間

相談者数 相談案件数

  　　年度　　　地域における子育て相談　実績報告書

実施場所

開設期間 　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　　　年　　　月　　　日


